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㈱有田自動車学校との適性診断に係る 

再度協定締結のご案内について 
 
 
 
謹啓 時下ますますご清祥のことゝお慶び申し上げます。 
 さて、以前に適性診断受診に係る協定を締結しておりました㈱有田自動車学校よ
り、このたび再度適性診断業務の再開の報告を受けて、当協会と致しましても運転者
の適性診断受診促進並びに会員サービスをより一層図る事を目的に、㈱有田自動車学
校と適性診断に係る協定を令和５年１２月２０日に再度締結いたしました。 
つきましては、㈱有田自動車学校で協会会員事業者の従業員が（一般・初任・適齢

診断）受診を行った場合に、自動車事故対策機構での受診同様に受診料を交付金会計
より助成致しますので会員皆様方にご利用いただきますようお知らせいたします。 
 
 
※助成対象となる適性診断は初任診断、適齢診断、一般診断となります。 
 
※和歌山県内の営業所の従業員を対象とし、１名につき年度内１回の受診を限度とし
ます。２回目以降は実費となります。 

 

※受診を希望される方は直接㈱有田自動車学校に電話予約を行ってから自動車学校

ホームページより受診予約申込書をダウンロードし必要事項をご記入の上ＦＡＸ

を送信してください。 

 

 

 

【診断予約・お問い合わせ先】 

㈱有田自動車学校 

〒643-0033 有田郡有田川町明王寺１１２ 

TEL 0120-52-4415 FAX 0737-52-3732 

https://www.aritads.com/ （適性診断のご案内をご覧ください） 
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